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その他出席者 

  戸﨑、浦﨑、倉本、大島、庵 

 

会議に付した事件 

 議案第 １号  農地法第３条の規定による許可申請について 

 議案第 ２号  農用地利用集積計画について 

 議案第 ３号  農地中間管理権の取得について 

議案第 ４号  農用地利用配分計画について 

議案第 ５号  農業振興地域整備計画の農用地利用計画の変更に係る意見について 

議案第 ６号  農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第 ７号  非農地判断について 

 

 

 

 



議長   皆様、こんにちは。真夏を思わせるような暑い日が昨日、今日、今日も最高気温が上がっ

ているんじゃないかなと思いますけれども、いよいよ農家にとりましては田んぼの準備等い

ろいろお忙しいところかと思います。 

ただいまから第２２回出水市農業委員会定例総会を開会いたします。 

ただいまの出席委員は１５名、 

そういう中で１番○○委員、５番○○○委員、６番○○委員、１１番○○○○委員から欠

席届が提出されております。 

推進委員の出席は１２名で、２０番○○委員から遅刻するとの報告を受けております。 

議事録署名委員を指名いたします。４番○○○○委員、１０番○○委員を指名いたします。 

 

日程４  会期を本日１日限りといたしますがよろしいでしょうか。 

      （「異議なし。」と言う者あり。） 

     会期は本日１日限りといたします。  

 

日程５  諸般の報告 

総会後の業務報告等（会長報告、省略） 

      合意解約等の報告（事務局報告、省略） 

      農地形質変更届について（事務局報告、省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議長   それでは付議事件、議案第１号農地法第３条の規定による許可申請についてを議題といた

します。事務局の説明をお願いします。 

事務局  （資料に基づき説明） 

議長   ○○委員、調査結果の報告をお願いいたします。 

３番   ３番○○です。 

５月２４日、○○委員、○○○推進委員、私、事務局職員で調査、審議した結果を御報告

いたします。 

議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請について、所有権移転、第５－１項から、

第５－７項までを報告いたします。 

所有権移転、第５－１項です。 

地籍図は、１７ページの左を御覧ください。 

申請地は、切通小学校から北へ約５５０ｍのところにあります。斜線部分の１，４８５㎡

の畑です。道路から軽トラックが通るか通らないかの坂道を１５０ｍぐらい上がったところ

にあります。畑の周囲には樹齢五、六十年ぐらいのヒノキが植えてありました。カラタケも

走ってきておりましたが、譲受人は竹用の粉砕機やユンボも所有しており、開墾して野菜を

作られるそうです。畑として耕作されるのは大変だなと思いましたが、頑張っていただきた

いものです。周囲の畑にはミカンを植えた跡もあり、またクヌギも植えてありました。申請

人は現在カボチャ、トウモロコシ、ジャンボニンニク等をつくっており、申請地には、ジャ

ンボニンニクを作る予定だそうです。許可後の面積は５，００９㎡で譲渡人との関係は知人

になります。 

第５－２項です。 

地籍図は同じく１７ページの右と１８ページ左を御覧ください。 

申請地は、鶴寿園から南東へ約３００ｍのところにあります。きれいに耕うんしてありま

した。許可後は水稲を耕作される予定です。許可後の面積は３，６０１㎡で、譲渡人との関

係は他人です。 

第５－３項です。 

地籍図は１８ページ右を御覧ください。 

申請地は、鶴寿園から南へ約６５０ｍのところにある汐見町の田３筆の合計６，３９１㎡

で耕うんしてありました。台帳面積はゼロですけども、下の○○○番の叔母所有の田と、ほ

かに父親名義の田を管理しておられるそうです。許可後は水稲を耕作される予定です。許可

後の面積は６，３９１㎡で譲渡人との関係は他人です。 

第５－４項ですが、地籍図は１９ページ左を御覧ください。 

申請地は、中央仮設から南へ約１００ｍのところで、○○○○番○の畑で、○○○○番○、

○○○○番○の宅地は、鶏舎の跡地でコンクリートを張ってありました。申請地も鶏ふんの

乾燥場として使用されておったところで、これも、コンクリートを張ってありました。これ

を剥がしてカンショを耕作されるそうです。譲受人は、新規就農の兼業農家で、譲渡人との

関係は知人です。 

第５－５項ですが、地籍図は１９ページ右を御覧ください。 

申請地は、下水流小学校から西へ約２５０ｍのところで、○○○○番○の畑です。現在、

トウモロコシや、野菜を一部植えてありました。許可後は、カンショを耕作されるそうです。



譲渡人との関係は他人です。 

第５－６項については、親子関係の贈与により現地調査は行わず、事務局の報告、説明に

より協議いたしました。 

第５－７項ですが、地域図は、２０ページ右を御覧ください。 

申請地は、赤鶏農協から北へ約５００ｍのところで、○○○○番○、４５６㎡の田です。

現在耕うんされており、１０㎝ほどの草が生えていましたが、水稲耕作には何ら支障はない

と思われます。許可後は水稲を耕作されるそうです。譲渡人との関係は他人です。 

以上所有権移転、第５－１項から第５－７項までは、農地法第３条第２項各号に該当しな

いため、許可相当と判断いたしました。 

 

議長   続きまして○○委員、お願いします。 

９番   ９番○○です。調査日は先ほど報告ありましたので省略いたします。 

議案第１号農地法第３条２項の規定による許可申請について、私のほうから所有権移転、

第５－８項から５－１２項、及び賃借権の設定の第５－１０１項までを報告いたします。 

まず、第５－８項、地籍図は２１ページ、左側を御覧いただきたいと思います。 

申請地は高尾野の上り立交差点から南東へ約１．２km、ちょうどコメリの後ろあたりにな

るところであります。○○○○番○、３０９㎡になるわけですが、許可後は水稲を耕作され

るとのことであります。なお今回取得されます○○さんの田んぼが、その横の○○○○番、

それから○○○○番、これについては、○○さんの田んぼということでありまして、現在、

水稲の作付けの準備ができております。なお、○○○○番○と○○○○番、これはもう１枚

になっておりまして、もう間もなく田植えが始まるんだろうというようなところでございま

す。申請人との関係は他人ということであります。 

次に第５－９項、地籍図は２１ページ、右側を御覧いただきたいと思います。 

申請地は、江川野の信号の交差点から西へ、山ん神のほうに行く道路になるわけですが、

それから、大体４５０ｍのところにあります。許可後は里芋を耕作されるとのことでござい

まして、○○○○○番○、今回取得されるわけですが、その上の○○○○○番○これは、お

父さんが経営されているところで、もう現に里芋も作付けがしてありまして、同じように里

芋を作付される予定であるということです。経営は親子でされていらっしゃいまして現在、

１万㎡以上の経営面積があるということでございました。申請人との関係は他人ということ

であります。 

第５－１０項、地籍図は２２ページの左側になります。 

申請地は、同じく江川野の信号があります交差点から南西へ、大体４００ｍぐらい山手の

ほうに入ったところにありまして、もう現在はきれいに耕うんをされまして野菜等を作付さ

れる準備ができている状況でありました。許可後は品目は分かりませんが、野菜を耕作され

るということであります。申請人との関係は妹さんということであります。 

次に、第５－１１項、地籍図は２２ページの右側を御覧いただきたいと思います。 

申請地は出水市の火葬場の前のほうになります。西へ大体１５０ｍのところにございまし

て、許可後は水稲を栽培されるということでありますが、ここに斜線がある部分が今回の対

象の分になりますけれども、その上の○○○番○、それから○○○番○、○○○番○、ここ

も譲受人の○○さんの所有の田んぼということでして、ここは一応６筆になっておりますが、



現在、１枚になっている状況でございまして、こちらも田植えの準備ができている状況でご

ざいます。申請人との関係は知人ということでございます。 

次に、第５－１２項、地籍図は２３ページの左側になります。 

ここは市の特攻碑公園から、南東へ約３００ｍ来たところにありまして、許可後は野菜を

耕作されるとのことであります。周りの○○○番、宅地でございますが、アパートが建って

おりました。その反対側の○○○番、こちらも家が建っておりまして、宅地に囲まれたとこ

ろでありますが、耕うんをされまして、こちらももう作付けができる状況でございまして、

管理がきれいにされているというふうに思ったところです。申請人との関係は他人というこ

とであります。 

最後に第５－１０１項、賃借権の設定であります。 

地籍図は、２３ページの右側と２４ページの左側になるわけですが、まず２３ページの右

側のところ、山ん神という施設があります。そこから工業団地を見たところの３００ｍぐら

いいったところにありまして、１面広い畑でありますが、もうほとんどマルチが張られて、

カンショの植付けが終わっている状況でございました。ただ、○○○○番○、ここが全部じ

ゃなくて、一部カンショの植付けが終わっているところですが、一応上の道路側のほうは、

以前からあったと思われる梅の木等が植えてありまして、そちらのところは、まだカンショ

の植付けというのはできない状況かなあというところでございまして、大体４分の１ぐらい

が梅の木とか、車の出入りする道路に使われるのかなというところでございました。それか

ら、２４ページの左側のところですが、これはちょうど山ん神から後ろ側の山手のほうに入

ったところでございまして、これも大体４００ｍぐらい後ろに入ったところであります。許

可後は野菜を耕作されるということでありますが、こちらのほうも、もうほとんど七、八割

方、もうマルチを張ってカンショの植え込みが終わっている状況でございました。ただ小高

い丘のところにあるもんですから、境目あたりはですね杉の木とか植わっておりましたけれ

ども、ただ今後心配するのが、イノシシ等が出なければいいがなあというふうに思っている

ところで、そういった対策を早めにされたほうがいいんじゃないかなという状況でした。今

回の賃借をされます関係は知人ということでありますが、今回の方は、薩摩川内市で新規就

農の申請中でありまして、調査時点では申請中ということでございまして今後、こういう方

が農業されると、このあたりもよくなるんじゃないかなあという感想を持ったところでござ

います。 

以上所有権移転、第５－８項から第５－１２、及び賃借権の設定、第５－１０１項は、農

地法第３条第２項各号には該当しないため、許可相当と判断をいたしました。以上です。 

 

議長   事務局並びに調査員の報告がありました。 

御意見御質問をお受けいたします。 

（「なし」の声） 

ないようです。調査員の報告では全件許可相当と報告されましたが、そのように決定して

よろしいでしょうか。 

（「はい」の声） 

それでは、議案第１号農地法３条の規定による許可申請については、全件許可と決定いた

します。 



議長   続きまして議案２号農用地利用集積計画について、並びに議案第３号農地中間管理権

の取得、議案第４号農用地利用配分計画についてを一括して上程いたします。 

その前に議事参与の制限に該当される方がいらっしゃいます。 

１３番○○委員、２８番○推進委員、退席をお願いします。 

（１３番○○委員、２８番○推進委員退室） 

議長   では事務局よろしくお願いします。 

事務局  （資料に基づき説明） 

議長  事務局の説明が終わりました３番○○委員お願いします。 

３番  はい、３番○○です。５月２５日、○○委員、○○○推進員と、事務局職員で審議した

結果を報告いたします。ただいま事務局から説明がありました案件につきましては、旧農

業経営基盤強化促進法第18条第３項の要件を満たしていますので、適当と判断いたしまし

た。以上です。 

議長  事務局並びに調査員の報告が終わりました。御意見御質問をお受けいたします。 

ございませんか。 

 

議長  ないようでございます。それでは調査員の報告どおり適当と決定してよろしいでしょう

か。 

（「はい」の声） 

議長  それでは除斥に対する案件につきましては適当と決定いたします。入室をお願いします。 

   （１３番○○委員、２８番○推進委員入室） 

議長  それでは事務局の説明をお願いします。 

事務局  （資料に基づき説明） 

議長  それでは９番○○委員お願いします。 

９番  ９番○○です。ただいま事務局から説明がありました案件につきましては、旧農業経営

基盤強化促進法第18条第３項の要件を満たしていますので適当と判断をいたしました。以

上です。 

議長  調査員の報告が終わりました。御意見御質問をお受けいたします。 

   （「なし」の声） 

議長  無いようです。調査員の報告では全件適当と報告されましたが、そのように決定してよ

ろしいでしょうか。 

   （「はい」の声） 

議長  それでは議案第２号農用地利用集積計画、議案第３号農地中間管理権の取得、議案第４

号農用地利用配分計画については全件適当と決定いたします。 

 

 



議長   続きまして議案第５号、農業振興地域整備計画の農地利用計画変更に係る意見についてを

議題といたします。事務局より説明をお願いします。 

事務局  （議案第５号、農業振興地域整備計画の農地利用計画変更に係る意見について、編入第１

項について、今回は取下げということで説明する。） 

資料は、８９ページになります。 

編入につきましては、今朝、農振の担当者から取下げ願が提出されましたということで、連

絡を受けましたので、今回の編入につきまして皆さん方からの意見をもらうということはあり

ません。 

取下げの理由といたしましては、今回、申請地に隣接する養鶏農家の方が埋却予定地として、

この山林を購入したいということで、やむを得ず今回取下げをして、新たに事業対象地を探す

というとのことでした。 

今回、編入の１件については取下げということでございます。 

以上で説明を終わります。 

議長   本日、取下げがなされたということでございます。続きまして、除外について説明をお願

いいたします。 

事務局  （除外１項について、総会資料により説明） 

議長   ○○委員お願いします。 

１３番  １３番○○です。 

５月２５日、○○○○委員と○○推進委員と事務局職員で調査した結果を報告いたします。 

申請地は、平和町、平和リースの向かい側に位置し、豚舎の跡地で既に宅地になっている

ところでございます。 

申請面積は３,１８３.３５㎡、周辺は道路及び宅地などに囲まれており、妥当であると思

われます。 

造成については、現状のまま利用する予定ということで、雨水については道路側溝へ流す

ということです。農用地区域の外周部であり、既に宅地へ地目変更されておりまして、周辺

農地への影響はないと思われます。 

調査の結果、農用地区域用途区分変更要件を満たしていますのでやむを得ないと判断をい

たしました。以上です。 

議長   第２項について説明をお願いいたします。 

事務局  （除外２項について、総会資料により説明） 

議長   ○○委員お願いします。 

１３番  １３番○○です。 

８９ページ除外、第２項でございます。 

地籍図は９１ページの右側でございます。 

申請地は、大野原町、スーパーマルナカ南側に位置し、不耕作の畑で、申請面積は新たに

駐車場として利用する敷地面積として５００㎡であり妥当であると思われます。 

造成については、現状のまま利用し、隣接農地等との境界については、ブロック塀を設置

するという予定で、雨水については道路側溝を利用されるということです。 

農用地区域の外周部に接しており、周辺農地への影響はないと思われます。 

調査の結果、農地区分と転用目的に問題はなく、転用許可の見込みがあると思われ、農用



地区域用途区分変更要件を満たしておりますので、やむを得ないと判断いたしました。 

以上です。 

議長   第３項について説明をお願いいたします。 

事務局  （除外３項について、総会資料により説明） 

議長   ○○委員お願いします。 

１６番  １６番○○です。 

５月２５日、午後から、○○委員と○○推進委員、事務局職員で調査した結果を報告しま

す。 

申請地は、野田町上名、野田天神自治公民館から南西へ５５０ｍほどのところで、現在は

不耕作の畑です。 

地籍図が９２ページ左側になります。 

申請面積は、一般住宅１棟を建築するということで、４５０㎡であり、妥当だと思います。 

造成等につきましては、現状のままなのですが、若干、小高くなっておりまして、平らに

するというようなことで、周辺に土砂が流出しないようにブロック等を積む予定というよう

なことです。 

生活雑排水は合併浄化槽、雨水につきましては道路側溝に流すというようなことです。 

農用地区域の外周部に接しており、周辺農地への影響はないと思われます。 

調査の結果、農地区分と転用目的に問題はなく、転用許可の見込みがあると思われ、農用

地区域用途区分変更要件を満たしておりますので、やむを得ないと判断いたしました。 

以上です。 

議長   続きまして、第４項について説明をお願いいたします。 

事務局  （除外４項について、総会資料により説明） 

議長   ○○委員お願いします。 

２番   はい、２番○○です。 

調査日、調査日程等、人員については、○○委員から発表されたので省略します。 

除外第４項、申請地は、野田町上名、久木野自治公民館から、南東へ２００ｍほどに位置

し、現在は不耕作の田んぼでした。 

申請地は、オートキャンプ場として、３,９９８㎡、一体利用として山林２筆５２２㎡、田

２筆２８４㎡、合わせて４,７０４㎡であり、妥当であると思われます。 

地籍図は、９２ページ右側です。造成については５０㎝程度盛土し、土砂が流出しないよ

うに、ブロックを３段積む予定だそうです。 

○○○○番の山林に管理棟をつくり、その下をオートキャンプ場として利用するそうです。 

生活雑排水は合併浄化槽、雨水については自然流下とのことです。 

東側のほうに川が流れる山の中で、キャンプ場にはよいところなのかなあというところで

した。 

農用地区域の外周部に接しており、周辺農地への影響はないと思われます。 

調査の結果、農地区分と転用目的に問題はなく、転用許可の見込みがあると思われ、農用

地区域用途区分変更要件を満たしておりますので、やむを得ないと判断いたしました。 

以上です。 

議長   事務局、調査員の報告が終わりました。御意見、御質問をお受けいたします。 



     （「なし」の声） 

議長   ないようです。調査員の報告ではやむを得ないと報告されましたが、そのように決定して

よろしいでしょうか。 

     （「はい」の声） 

議長   はい、議案第５号、農業振興地域整備計画の農用地利用計画変更に係る意見については、

やむを得ないと決定いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議長   続きまして、議案第６号、農地法第５条の規定による許可申請についてを議題といたしま

す。事務局の説明をお願いします。 

事務局  （議案第６号、農地法第５条の規定による許可申請第５－１項について、総会資料により

説明） 

議長   ○○委員、調査の報告をお願いします。 

１３番  １３番、○○です。９３ページ、第５－１項です。 

申請地は、西出水町、小田原建設より北へ５０ｍほど行ったところで、現在は不耕作の畑

です。 

申請面積は、建売住宅１棟を建築する面積として２７８㎡であり、妥当であると思われま

す。造成については、現状のまま利用し、隣接地周囲には既にブロックも設置されておりま

した。生活雑排水は下水道、雨水については道路側溝を利用されるということで、周辺農地

への影響はないと思われます。 

調査の結果、農地区分と転用目的に問題はないので許可相当と判断をいたしました。 

以上です。 

議長   続きまして、第５－２項についてを議題といたします。 

事務局  （第５－２項について、総会資料により説明） 

議長   ○○委員、お願いします。 

２番   ２番、○○です。申請番号第５－２項。 

申請地は、野田町上名、コスモス野田店から西へ６０ｍほどに位置し、祐信寺の近くで、

現在は不耕作の畑です。地籍図は９７ページ右側です。 

申請面積は、一般住宅１棟を建築する面積として３３３㎡であり、妥当であると思われます。

造成については、１０㎝程度盛り土をし、土が流出しないように、隣接境界には新たにブロッ

クを積む予定です。生活雑排水は下水道、雨水については道路側溝へ流すとのことです。 

周辺農地への影響はないと思われ、調査の結果、農地区分と転用目的に問題はないので、

許可相当と判断しました。 

以上です。 

議長   続きまして、第５－３項についてを議題といたします。 

事務局  （第５－３項について、総会資料により説明） 

議長   ○○委員、お願いします。 

１６番  １６番、○○です。 

第５－３項については、８９ページの農業振興地域整備計画の農用地利用計画変更に係る

意見についての、第３項で説明をしましたので内容の説明は省略します。 

調査の結果、許可相当と判断しました。 

以上です。 

議長   続きまして、第５－４項についてを議題といたします。 

事務局  （第５－４項について、総会資料により説明） 

議長   ○○委員、お願いします。 

１８番  １８番、○○です。 

調査員、調査日につきましては○○委員と同様ですので省略いたします。 

第５－４項になります。地籍図は、９８ページ右側を御覧ください。 



申請地は、黄金町、サンキュー出水店から南へ５０ｍほどです。現在不耕作の畑でした。

申請面積は、隣接する宅地に建築する集合住宅、南側の○○○番宅地とありますけども先ほ

ど、事務局から配られた資料のほうでも補足されていますけど一体利用地としてここに２階

建て、８件の集合住宅を建てて、合計１６台分の駐車場を確保するために足りないっていう

ことで北側の○○○番斜線部分のですね、駐車場７台分の敷地面積として１３５㎡であり妥

当であると思われます。造成については４０㎝から７０㎝程度盛り土を行う予定です。隣接

境界には、既にブロック塀が設置されております。雨水については西側のほうに、○○○番

の宅地西側が水路になるんですけど、そちらのほうに流すということでした。周辺農地への

影響はないと思われます。○○○番の畑、○○○番の田も、その北側の通路から入れるよう

になっているようでした。 

調査の結果、農地区分と転用目的に問題はないので、許可相当と判断しました。 

事務局  （第５－５項について、総会資料により説明） 

議長   ○○委員お願いします。 

１６番  １６番○○です。 

申請地は高尾野町唐笠木、南方神社から南へ２５０ｍほどのところで、現在は不耕作の畑

です。地籍図は９９ページの左側になります。 

申請面積は一般住宅１棟を建築する敷地面積として４９９㎡であり、妥当だと思われます。

造成等につきましては道路から６０㎝、低くなっておりますので、６０㎝あるいは７０㎝程

度、盛土をするというようなことです。なお申請地の右側は畑になっておりますので現状の

まま使うというようなことです。それと上のほうの宅地がお父さんの家、それから、右側に

は兄弟の家があるというようなところでした。生活排水は下水道、雨水につきましては、申

請地の左側に水路がありましたので、そちらのほうに流すというようなことです。周辺農地

の影響はないと思われます。 

調査の結果、農地区分と転用目的に問題はないので、許可相当と判断しました。 

議長   続きまして、第５－６項についてを議題といたします。 

事務局  （第５－６項について、総会資料により説明） 

議長   ○○委員、お願いします。 

１６番  １６番○○です。 

第５－６項です。 

申請地は、高尾野町唐笠木、紫尾神社から東へ５０ｍほど行ったところで、不耕作の畑で

した。地籍図は９９ページの右側になります。 

申請面積が戸建て貸家２棟を建築する敷地面積として、７３９㎡で妥当だと思われます。

図面を見ていただきますと、斜線部分なんですが、右側は竹藪というか、木とかがうっそう

としている状況でした。境界等につきましてはちゃんとブロック等が２段ほど積んである状

況です。それと出入口のところが斜線部分の下に○○○番○、ここが公衆用道路ということ

で、ここから出入りをするというようなことです。造成等につきましては２０㎝ほど、盛土

をして土砂が流出しないように、また、隣接境界には新たなブロック等を積むというような

ことです。生活雑排水は下水道、雨水につきましては道路側溝へ流すということです。周辺

農地への影響はないと思われます。 

調査の結果、農地区分と転用目的に問題はないので、許可相当と判断しました。 



議長   続きまして、第５－７項についてを議題といたします。 

事務局  （第５－７項について、総会資料により説明） 

議長   ○○委員、お願いします。 

１６番  １６番○○です。 

申請地は高尾野町下水流のＡコープ下水流店から、西へ２５０ｍほどのところで現在は不

耕作の畑です。地籍図が１００ページの左側になります。 

申請面積は一般住宅１棟を建築する敷地面積として２９８㎡であり、妥当だと思われます。

造成につきましては３０㎝程度、盛土をして土砂が流出しないようにするということで、既

にブロック等を設置してあったんですが、これは境界をはっきりするためというようなこと

でした。生活雑排水は下水道、雨水につきましては道路側溝へ流すということです。周辺農

地への影響はないと思われます。 

調査の結果、農地区分と、転用目的に問題ないので、許可相当と判断しました。 

議長   続きまして、第５－８項についてを議題といたします。 

事務局  （第５－８項について、総会資料により説明） 

議長   ○○委員お願いします。 

１８番  １８番○○です。 

第５－８項、申請地地籍図は１００ページ右側になります。 

申請地は西出水町出水高校から西へ１００ｍほどに位置しております。東側のほう見たら、

空白の広い部分が学校用地とか多分書いてあると思うんですけど、そこから西へ１００ｍぐ

らい斜線部分になります。現在不耕作の畑でした。申請面積は一般住宅１棟を建築する敷地

面積として３５６㎡であり、妥当であると思われます。ここは以前にも申請が出されていた

んですけれども、この今申請地って書いて、四角に囲ってある斜線の中でさらに四角に囲っ

てある東側のところに建物が建つ予定だったんですけども、それが取下げられて今回、この

敷地に建てることになったようです。造成については５０㎝から８０㎝程度の盛土を行う予

定だそうです。隣接地境界はだいぶ盛土をする予定なので、強度が足りないのでＬ型擁壁で

強度を保って設置するようです。生活雑排水は下水道、雨水は道路側溝へ流すとのことです。

周辺農地への影響はないと思われます。 

調査の結果、農地区分と転用目的に問題はないので、許可相当と判断しました。 

議長   続きまして、第５－９項についてを議題といたします。 

事務局  （第５－９項について、総会資料により説明） 

議長   ○○委員、お願いします。 

２番   ２番○○です。 

第５－９項については、８９ページの農業振興地域整備計画の農用地利用計画変更に係る

意見について、除外、第４項で説明したとおりですので省略します。許可相当と判断しまし

た。以上です。 

議長   続きまして、第５－２０１項についてを議題といたします。 

事務局  （第５－２０１項について、総会資料により説明） 

議長   ○○委員、お願いします。 

１８番  １８番○○です。 

第５－２０１項、１０１ページ右側の地籍図になります。 



申請地は、下鯖町、米ノ津善光寺から北へ８０ｍに位置しております。南側に墓地があり

ますけど、その先にお寺があります。申請面積は一般住宅１棟建築する敷地面積として６０

５㎡なんですけれども、南側の○○○番の畑と○○○番の畑に面した部分がもう大分、切上

げられて高いところになっていて、その部分がほとんど使えないので実際には１２６㎡ぐら

い切り取って高台にした部分が除外されるので、実際には４７９㎡で妥当だと思われます。

申請地は高台にあって隣接地とは高低差が大きく５ｍ以上あって、それで使えない部分が１

２６㎡でした。理由書が添付されていました。造成については現状のまま利用。もともと、

ここに道ができたときから宅地を建てるように造成したんじゃないかと思われるような形で、

今までもずっと耕作されていないような土地でした。生活雑排水は下水道、雨水は道路側溝

へ流すとのことです。周辺農地への影響も周辺にも農地もなくて余り影響はないと思われま

す。 

調査の結果、農地区分と転用目的に問題はないので許可相当と判断しました。 

議長   続きまして、第５－２０２項についてを議題といたします。 

事務局  （第５－２０２項について、総会資料により説明） 

議長   ○○委員、お願いします。 

１３番  １３番○○です。 

第５－２０２項、地籍図は１０２ページ左側になります。 

申請地は上鯖渕、東出水幼稚園から北西へ１００ｍぐらいに位置したところで、現在は不

耕作の畑でございます。申請面積は一般住宅１棟及び通路を建設する面積として、一体利用

地、宅地１筆、３１７．９９㎡、合計６９５．９９㎡になっています。造成については、通

路部分は５０㎝程度切土をし、居宅部分の一部は５０㎝程度盛土をする予定ということであ

ります。生活雑排水については、下水道、雨水は、新設する側溝を利用されるということで

あります。少し高台になっておりますので、雨水は、側溝を今度つくるところに流すという

ようなことで説明がありまして、周辺農地への影響はないと思われます。 

調査の結果、農地区分と転用目的に問題はないので許可相当と判断をいたしました。 

議長   事務局、調査員の報告が終わりました。 

御意見、御質問をお受けいたします。 

（「なし」の声） 

 

ないようです。 

調査員の報告では、全件許可相当と報告されましたが、そのように決定してよろしいでし

ょうか。 

（「はい」の声） 

議長   議案第６号、農地法第５条の申請については、全件許可相当と決定いたします。 

 

 

 

 

 

 



議長   続きまして議案第７号非農地判断についてを議題といたします。 

事務局  （議案第７号、非農地判断について、第５－１項について、総会資料により説明） 

議長   ○○委員お願いします。 

１３番  １３番、○○です。 

第５－１項ですけれども、地籍図は１０５ページの左側になります。 

申請地は、明神町、Ａコープ米ノ津店西側に位置し、不耕作の田です。 

現場は、既に駐車場として長年利用されており、周囲の状況から見て、申請どおりの年月

は経過していると思われ、農地への復元は困難な状況です。 

調査の結果、非農地として、承認要件を満たしておりますので、承認と判断をいたしまし

た。 

議長   続きまして、第５－２項について。 

事務局  （第５－２項について、総会資料により説明） 

議長   ○○委員お願いします。 

１８番  はい、１８番○○です。 

申請地は１０５ページ右側の地籍図を御覧ください。 

武本、九州電力の出水変電所があるのですが、そこから北へ７０ｍほど、入ったところに

ありました。 

現場は、もう近くに行っても分からないぐらい、山林化しており地主さん自身もはっきり

とわからないとの状況でした。周囲の状況から見て申請どおりの年月が経過していると思わ

れ、農地への復元は困難な状況でした。 

調査の結果、非農地としての承認要件を満たしていますので、承認と判断いたしました。

以上です。 

議長   続きまして、第５－３項について。 

事務局  （第５－３項について、総会資料により説明） 

議長   ○○委員お願いします。 

１３番  １３番、○○です。 

地籍図は１０６ページの左側になります。 

申請地は、下大川内高牟礼自治公民館から北西へ３５０ｍに位置し、不耕作の農地であり

ます。現場は、山林化しており周囲の状況から見て申請どおりの年月が経過していると思わ

れ、農地への復元は困難な状況です。 

調査の結果、非農地としての承認要件を満たしていますので、承認と判断をいたしました。 

ここには、車も入らないというような状況の中で、航空写真等で判定をさせていただきま

したので、あわせて報告をさせていただきます。 

議長   続きまして、第５－４項について。 

事務局  （第５－４項について、総会資料により説明） 

議長   ○○委員お願いします。 

１８番  はい、１８番○○です。 

申請地地籍図は、１０６ページ右側、第５－４項になります。 

申請地は、大野原町、上大野原自治公民館から北西へ９０ｍに位置し、不耕作の畑という

かもう既に建物が建っているところでした。これは、平成４年から非農地となったというよ



うに説明が、事務局からあったと思いますが、申請人からは、農業委員会を通して正式に申

請し許可を得て、建物を建てたのですが、１０年以上前のことで農業委員会としても書類保

管年限を過ぎているので確認出来なくて、登記地目を変更してなかったことから、今回の非

農地申請に至ったものと思われます。申請地の状況からして、申請どおりの年月が経過して

いると思われ、農地への復元は大変困難な状況という判断をいたしました。 

調査の結果、非農地としての承認要件を満たしていますので、承認と判断いたしました。

以上です。 

議長   続きまして、第５－５項について。 

事務局  （第５－５項、第５－６項、第５－７項について、場所も近接で関連がありますので一括

して総会資料により説明） 

議長   ○○委員お願いします。 

２番   はい、２番○○です。 

申請地は、第５－５項、第５－６項、第５－７項は、隣接地ですので同じように、説明い

たします。 

申請地は、ＪＡ堆肥センターから２００ｍほどに位置し、不耕作農地です。 

申請地隣接に、養鶏場があり、鳥インフルエンザ発生時の埋却地として相談したところ、

農地となっていることが分かり今回の申請になったということです。 

現在、鳥インフルエンザ埋却について、池の問題とかいろいろ出てきているところがあり

ますので、その周辺を埋却地として使った場合、田んぼなどに流出しないようにということ

で相談しているところでこのような状態になったということでした。 

以上、第５－５項から第５－６項、第５－７項まで、非農地としての承認要件を満たして

いますので、承認と判断いたしました。以上です。 

議長   事務局、調査員の報告が終わりました。御意見、御質問をお受けいたします。 

     （「なし」の声） 

議長   ないようです。調査員の報告では全件承認と報告されましたが、そのように決定してよろ

しいでしょうか。 

     （「はい」の声） 

議長   それでは議案第７号、非農地判断については、全件承認と決定いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議長   その他、事務局から何かございませんか。 

     （その他） なし 

     その他、皆さん方から何かございませんか。 

ないようです。以上をもちまして、第２２回出水市農業委員会定例総会を終了いたします。

どうもお疲れさまでした。 
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